
0 市村委員 今、 障害者職業センタ 一の話が出ました。 現在、 障害者職業センターがあ るんですが、 そ 

この障害者職業センタ 一でも、 今後、 発達障害者の 方々のために 就労支援を積極的に 行う用意はあ るの 

かということではいかがでしょうか。 

0 金子政府参考人 障害者職業センタ 一での取り組みについてのお 尋ねでございますが、 現在、 障害者 

職業センタ一におきまして、 職務評価でございますとか 職業準備訓練、 あ るいは先ほど 申し上げました 

ようなジョブコーチによります 支援、 こういったことが 発達障害者についても 支援の対象となっており 

ます。 ただ、 現状を見てみますと、 まだ極めて限られた 状況であ るというふ う に考えております。 

また、 一方で、 効果的な支援技法というものの 開発というのもこれから 進めて い かなけれ は ならない 

状況ではないかと 考えておりまして、 こうした面で、 今現在、 独立行政法人高齢，障害者雇用支援機構 

の方におきまして、 新たな支援技法の 開発について 研究、 検討を有識者の 方に集まっていただきまして 

行っているところでございます。 

こうした成果も 踏まえて、 今後、 発達障害者の 就労支援に障害者職業センターとしても 積極的に取り 

組んでいきたい、 このように思っております。 

0 市村委員 あ りがとうございます。 

この法律が今度できて、 施行が来年の 四月一日でございますので、 来年度以降、 発達障害というもの 

に対する理解、 実は発達障害ということだけじゃなくて、 先ほどからも 議論があ ります よう に、 やはり 

障害というものに 対する理解が 深まっていかなければならないのではないかというふ う に思います。 

私の知り合いの 方は、 竹中 ナミ さんですけれども、 いや、 チャレンジ ド だと。 テセ レンジを生まれな 

がらにして、 生まれながらなのか、 後生的に事故で 肢体不自由になった 方もいらっしゃいますけれども、 

やはり、 チャレンジを 授けられた、 与えられた人なんだということで、 呼び名もされていますし、 チャ 

レンジ ド を納税者にということで 御 努力されている 方もいらっしゃいます。 

とにかく、 障害というものに 対する私たちの 意識を変えて、 これを前提としながら、 しかし、 それを 

いかに社会的によりよい 方向に持っていくということ、 そしてまた、 先ほどからも 議論があ りますよう 

に、 いわゆる健常者と 原則分離じやなくて、 原則的に一緒、 ただ、 その中で、 与えられたものといいま 

すか、 与えられた状況というものをしっかりと 認識しながら、 社会の中でお 互いに貢献できるような、 

そうした状況をつくっていくことが 大切じやないかと 思います。 

ことしの通常国会でも、 障害者基本法がこの 内閣委員会を 経て成立しております。 我が党の委員の 中 

に ち 、 この障害者基本法と 発達障害者支援法との 関連性について 疑問を付する 委員の方がいらっしやっ 

たことも、 私も重々承知しています。 

だから、 今後、 ぜひともそうしたことがもっとしっくりとうまくいくように、 また、 きょうも結局、 

厚生労働省さんそれから 文部科学 省 さんと二つの 省庁の方がいらっしゃっているんですけれども・こう 

いった面でも、 やはり、 もっと障害という 切り口で、 チャレンジ ド でも何でもいいですが、 そうした 切 

りロ で、 お互いもっと、 もちろん省庁の 皆さんだけじやあ りません、 私たち国民全体が 認識を深め、 協 

力できるような 体制をつくるということが 大切だと思いますので、 このことを最後に 申し上げて私の 質 

問を終わらせていただきたいと 思います。 

あ りがとうございました。 

0 松下委員長 次に、 山口富男君。 

0 山口 ( 富 ) 委員 日本共産党の 山口富男です。 

日本の障害者施策を 振り返りますと、 身体、 知的、 精神障害者とその 対象を広げてきて、 現在、 総合 



的な障害者福祉法の 制定に前進すべき 時期だと思います。 

それから、 国連の場合も、 完全参加と平等を 掲げた国際障害者年の 取り組みがあ り、 その後、 今日で 

は二十一世紀の 最初の国際的な 人権 条約であ る障害者権 利条約の策定作業に 入るという動きです。 

このように総合的な 障害者福祉法の 制定への流れの 中に本法案を 位置づけますと、 私は、 障害者基本 

法との関係では 個別法になりますし、 現在の法制においていわぬる 谷間と言われる 人たちに対する 支援 

の問題では、 公的な支援をつくっていく 政策的な立法になっていくというふうに 思うんです。 

まず、 厚生労働省にお 伺いいたしますけれども、 本法案が対象にしております 一連の障害の 分野に対 

しての支援が 大変おくれていたというふ う に指摘されているわけですが、 なぜこうした 事態が生まれた 

のか、 これをど うき えているのか、 まず示していただきたい。 

0 塩田政府参き 人 発達障害を持つ 方々に対する 施策は、 委員の御指摘のとおり、 かなりおくれている 

ことは事実だろうと 思います。 知的障害を持つ 方々については 知的障害者福祉法によるサービスが 提供 

されておりますが、 知的障害を持たない 方々についてはいわぬる 制度の谷間であ ったということでござ 

います。 

日本の法制度、 障害者に対する 法制度が個別分野ごとに 発展してきた、 そういう時代の 制度的な経緯 

の中で、 十分な対策が 講じられなかったということであ りまして、 先ほど委員が 御 指摘になったように、 

障害者基本法は、 原因のいかんを 問わず、 すべての障害者を 対象にした基本法であ ります。 最終的には、 

その障害者基本法と 整合性のとれた 包括的なサービス 法を目指したいと 思っております。 

この発達障害については、 きょう、 いろいろな議員の 御指摘を受けておりますが、 一見して障害がわ 

かりづらかったということとか、 専門家がいなかったということとか、 いろいろな事情で 施策として取 

り組んでこれなかったということであ ります。 この法案を契機に・いろいろな 施策を講じて、 最終的に 

はほかの障害と 同じような制度ができるような 努力をしていきたいと 思っております。 

0 山口 ( 富 ) 委員 私は、 今塩田部長が 指摘をされた 点にっ け 加えまして、 もう一点、 行政側の姿勢の 

問題があ るというふ う に痛感するんです。 

きょ ぅ 、 何人かの委員が 指摘されましたけれども、 一九九三年の 障害者基本法改正時の 国会の附帯 決 

議 、 これをも う 一度振り返りますと、 「てんかん及び 自閉症を有する 者並びに難病に 起因する身体又は 

精神上の障害を 有する者であ って長期にわたり 生活上の支障があ るものは、 この法律の障害者の 範囲に 

含まれるものであ り、 これらの者に 対する施策をきめ 細かく推進するよ う 努めること。 」というふうに 

なっていたわけですが、 私は、 やはりこの方向が 行政の分野に 生かされなかったということも 厳しく見 

る必要があ ると思うんです。 

そのことを冒頭に 申し上げたいのは ，ここでやっと 立法化がされていくわけですから・それを 踏まえ 

ての、 もちろん立法府も 仕事をいたしますけれども、 行政の姿勢が ョ匡 常に大事になっているので、 その 

点っ け 加えておきたいと 思 う んです。 

法案に入りたいんですが、 第二条で・発達障害について 政令で定めるということになっております。 

これにっきましては、 いろいろな団体から、 きょ ぅ の答弁の中でも、 先ほど、 当事者団体それから 支 

援された方々の 団体、 たくさん名前が 挙がりました。 私たち話連の 委員のところにも 日本てんかん 協会 

からも要望が 参ってきているんですけれども、 この政令について、 先ほど塩田部長は、 丁寧に、 公正に 

やるんだという 話があ りましたが、 必ず関係団体の 意見をよく聞いて 定めるようにしていただきたい。 

0 塩田政府参考人 この発達障害者支援法の 対象につきましては・ 法律で、 「自閉症、 アスペルガー 症 

候群その他の 広汎性発達障害、 学習障害・注意欠陥多動性障害その 他これに類する 脳機能の障害であ っ 

てその症状が 通常低年齢において 発現するものとして 政令で定めるもの」ということになっているとこ 



ろ でございます。 

ですから、 三つの要件があ りまして、 自閉症などとの 類似性、 それから脳機能の 障害であ ること、 そ 

れから症状が 通常低年齢において 発現する、 この三つの要件を 満たすものが 政令で対象になるというこ 

と だろうと思います。 

この法律の趣旨が、 制度の谷間にあ る方をなるべく 拾っていろいろな 支援の手を差し 伸べようという 

法案の趣旨ですから、 この法律の趣旨に 沿ってなるべく 広い障害を対象にしたいと 考えているところで 

ございますが、 その政令の制定に 当たりましては、 パブリックコメントも 含めまして、 関係の方々、 障 

害者、 当事者の方々、 いろいろな意見を 丁寧に聞いて・ 透明かっ公正な 手続のもとで 定めていきたりと 

思 、 っております。 

0 山口 ( 富 ) 委員 さて、 具体的なこの 分野の支援といった 場合に、 乳幼児期から 成人にかけてのライ 

フステージに 応じて連続的な 支援が必要になるのと、 地域からの支援が 当然必要になってくるわけです。 

特に、 発達障害の場合に、 早期の発見と 適切な診断，また 療育によって、 二次的な社会的不適応が 相 

当 改善されると 言われております。 それだけに、 本法案が第一条の「目的」に 早期の発見、 支援を掲げ 

て、 そして第三条で 早期発見のための 必要な措置を 講じるとしたのもそのためだと 思、 う んです。 

それで、 公的支援といった 場合に・早期発見につながる 機会の確保が 大変大事になるわけですけれど 

も、 特に乳幼児期の 健康診査につきましては、 これが早期発見の 機会になるわけですが、 第五条でも、 

その点につきまして、 母子保健法それから 学校保健法にかかわる 問題が指摘されております。 

今、 母子保健法の 問題で、 一歳六カ月健診で 重度の精神遅滞や 自閉症、 それから三歳児健診では 中程 

度の精神遅滞、 自閉症に気づくきっかけになると 報告されています。 

この点につきましては、 厚生労働省などが 行っております 発達障害支援に 関する勉強会、 随分大部の 

記録集になっておりますが、 これを見ますと、 この問題での 提案や現状の 分析がかなり 突っ込んで展開 

されているように 思います。 

そこで、 お尋ねしたいんですが、 この母子保健法に 基づく乳幼児健診で、 これまでどの 程度発達障害 

児 は ついて見出すことができたのか、 示していただきたい。 

0 佐藤政府参考人 発達障害につきましては、 明らかな行動障害や 対人障害などの 特徴的な症状が 集団 

生活を行う年齢になるまでなかなか 明らかとならない 場合があ る、 こういった特徴を 有しておりますし、 

それから、 この分野に関する 専門家がまた 少ないというような 問題もあ りまして、 一歳六カ月健診あ る 

いは三歳児健診における 早期発見はなかなか 難しいという 指摘がなされておりまして、 現状において・ 

この健診で発達障害児をどの 程度発見しているかということは 十分把握されていないところは 正直な 

ところでございます。 

そのため、 私ども、 厚生労働科学研究におきまして、 こういう乳幼児健診における 発達障害への 対応、 

あ るいはその後の 地域支援体制をどうするかということを、 今研究を始めたところでございます。 

0 山口 ( 富 ) 委員 定量的な分析がないということなんですが、 しかし、 私は 、 初めから乳幼児健診で 

発見するのは 難しいと決めてかかることは 全く必要ないと 思うんです。 

この勉強会の 第二回目に、 これは自閉症協会の 民 回 さんが「早期発見・ 早期診断」というテーマで、 

あ る資料を提出されています。 

これを見ますと、 幾つか事例が 挙がっているんですが、 一歳半健診 時 で、 指さしができず、 パニック 

状態で泣き叫び 続けて別室に 呼ばれた。 ところが、 言葉が幾つかできたものですから、 異常は認められ 

ないと判断された。 その後、 御両親が心配になりまして、 三歳になったころに、 インターネットなどを 

使って、 どうもお子さんの 行動が小児の 自閉症に該当するんじやないかと 思って、 児童相談所に 相談し 



た 。 そうしましたら、 お母さんの気にし 過ぎでは、 もっと穏やかな 気持ちでゆっくりとかかわってほし 

いという、 有効な助言が 得られなかったという 話があ るんですね。 

となりますと、 今必要になってくるのは、 乳幼児健診が 早期にこれに 気づく一つの 重要なきっかけに 

なるわけですから ，そういう位置づけを 与えながら、 児童相談所ですとか 市町村の児童相談の 窓口、 保 

健所、 それから保育所、 幼稚園、 こうい う ところとの有機的な 連関の中で対応していくという 取り組み 

が 非常に大事になると 思 う んです。 この点はどういう 考えをお持ちなんでしょうか。 

0 佐 藤政府参き人 先ほど言いましたような 研究を進めてまいりまして、 科学的な知見を 積み重ねて い 

きたいということが 一つであ りますし、 それから、 今 御 指摘のあ りましたような 保育所、 幼稚園その他 

いろいろな機関がかかわるわけであ りますから、 そ う いったところとのお 互いの連携、 それから 構報の 

交換、 これは大変有意義なことだと 思いますので、 そういった観点から、 私どもも少し、 幼 保の連携・ 

そういったものについても 配慮していきたいというふうに 考えております。 

0 山口 ( 富 ) 委員 ぜひ、 連携を持った 対応を図っていただきたいと 思うんです。 

次に、 自閉症 やア スペルガー症候群などについて、 診断や訓練の 手法がなかなか 確立していないとい 

うことをよく 聞くんですけれども、 先ほどの質疑でもあ りましたが，専門医の 方が少ないというのも 勉 

強 会での共通認識だと 思います。 

それで、 本法案ですと、 十九条で「専門的な 医療機関の確保」がうたわれます、 それから二十四条で 

「調査研究」を 定めているわけですが、 一つ お 尋ねしたいのは、 診断する医療機関の 拡充、 診断評価 方 

法の充実、 こ う いう十九条、 二十四条で定められた 方向でどういう 仕事を進めるのかというのを 一点聞 

きたり。 

それからもう 一点は、 二十二条と二十三条なんですけれども、 ここで医療、 保健、 福祉、 教育等に従 

事 する職員への 研修などというのが 挙がっているわけですけれども、 法案に対応した 取り組みについて、 

今後どういう 強化を目指すのか。 この二点、 答えてください。 

0 塩田政府参考人 この発達障害者支援法の 趣旨を実現するためには、 専門家の養成、 それから専門的 

な機関の拡充ということが 不可欠ならうと 思います。 

研修について、 来年度予算で、 国立神経センタ 一での研修とか、 いろいろ新たな 医師、 保健師などを 

対象とした研磨もやりた いと 思っておりますし、 医療機関の整備も 非常に大事だろうと 思っております。 

また、 厚生科学研究などを 使ってそういう 専門家の養成をどうすればできるとか、 いろいろなこれまで 

着手していない 問題がたくさんございますので、 この法案の趣旨を 受けて努力をしていきたいと 思って 

おります。 

0 山口 ( 富 ) 委員 塩田部長、 来年四月一日が 施行日になりますね。 そうすると、 そう日にちがないわ 

けです。 今 言われたように、 各分野での其体化を 一気に図っていくとなると ，これは、 関係の例えば 文 

部科学者と厚生労働省の 関係を密にした 対応をやっていくのか。 どういう形で 四月一日施行に 向けての 

体制というのをとっていくんですか。 

0 塩田政府参き 人 冒頭 御 質問されましたように、 発達障害者に 対する支援、 制度として大変対応がお 

くれてきたということであ ろうと思います。 

こうした反省に 立って、 ことしの初め、 一月だったと 思いますが，発達障害の 当事者の団体の 方々 、 

専門家の方・それから 文科 省 と厚生労働省が 一緒になっていろいろ 勉強して・どういう 対策を連携して 

することができるか、 そういう中で、 国会の先生方がそれを 支援するという 観点からこの 法案を立案し 



ていただいたということであ ろうと考えております。 

この法案ができることが、 これまで不十分であ った対策の出発点になるということだろうと 思います。 

そういう意味で、 今現在、 十分な取り組みができていないということはそのとおりであ りますけれども、 

この法案によってこれから 始まる。 それから、 来年度も、 今まで二億円程度の 予算であ りましたけれど 

も、 ほかの分野に 比べれば非常に 少ないんですが、 八億円を超える 予算、 新たな取り組みの 予算、 概算 

要求もじておりますので、 この法案の成立を 待って、 いろいろな取り 組みが省庁間の 垣根を取り払って 

できるように 努力をしていきたいと 思 、 っております。 

0 山口 ( 富 ) 委員 私も 、 皆さんがことし 勉強会を開いて、 関係団体の皆さんの 意見も聞きながらいろ 

いろな努力をされ 始めたということはよく 知っております。 

その中で、 鳥取大学の小枝達也さんが、 鳥取県の五歳児健診の 経験を大変評価されているわけです。 

この中で、 昨年度、 鳥取県で三三・ 三 % で実施された、 今年度は六九・ 二 %Ho だということなんですが・ 

事前に両親の 方に健診 票 をお渡しして、 それから保育所や 幼稚園などの 集団生活の状況も 把握して五歳 

児健診に当たるという 仕組みになっているらしいんです。 

既に 、 先ほどのお話の 中でも、 厚生労働科学研究として 小枝さんを主任研究者とした 研究が始まって 

いるということの 紹介があ りましたけれども ，私は、 この五歳児健診なども 含めて，有効な 提案や経験 

については積極的に 検討して国の 施策に生かすべきだと 思うんですが、 これについてはどういうお 考え 

ですか。 

0 仁藤政府参考人 本年度から開始をいたしました 厚生労働科学研究におきまして、 先ほど申し上げま 

したような二つの 研究事業を行っておりまして、 その一つが 御 指摘のあ りました小枝先生の 鳥取大学に 

よる研究でございます。 

その中で、 鳥取県は先駆的に 五歳児健診ということをモデル 的にやっているわけであ りますが、 こう 

いう研究事業の 中で、 五歳児健診の 有効性とか・ 発達障害、 こういったものに 対してどのような 効果が 

あ るのか、 それから地域支援のあ り方としてどういうことが 考えられるかといったことが 成果としてま 

とまってまいりましたら、 私どもも、 それを一つの 考え方として 全国にまた提示をするというようなこ 

とも考えてみたいというふうに 思っております。 

0 山口 ( 富 ) 委員 では、 続いて文部科学舎にお 尋ねします。 

ちょっと時間が 押し詰まってきましたので、 二点まとめてお 尋ねします。 

一つは、 文部科学省の 昨年九月一日現在の 調査で、 小中学校におけるⅠ D 、 ADHD 、 高機能自閉症 

等の児童生徒への 教育支援に関する 体制整備の実施状況調査結果という 報告があ ります。 

これを見ますと、 検討する校内委員会というものが 小学校、 中学校合わせて 六一，七 % に設置されて 

いる。 それから、 発達障害にかかわる 実態把握の実施状況を 見ると、 小中合わせて 五八・九 % だ。 やっ 

と 始まったところという 感じなんですが、 ところが、 個別の指導計画や 教育支援計画の 方になりますと・ 

これはもちろん 強制や画一的なものにしちゃいけないわけですけれども、 極めて少ないんですね。 個別 

の指導計画の 方は小中合わせて 二二・九、 教育支援計画の 方は一四， 四 なんですね。 この現状について 

の 評価と今後の 改善についてひとつ 示していただきたい。 

それからもう 一つは、 先ほど就学時健康診断について 話があ ったんですけれども、 先ほど述べられま 

したけれども、 学校保健法施行令の 第二条の七項にかかわってくるわけですね。 この七項が「その 他の 

疾病及び異常の 有無」という、 これしかなりわけですけれども、 これは母子保健法の 方 は 比較的、 もう 

少し障害を見るという 視点が入っているものになっているんですが、 この施行令を 改定するのか、 あ る 

いは無理やりこの 七項目で読も う としているのか、 そこはどうなのか 示していただきたい。 



0 山中政府参考人 一点目でございますけれども、 先生 御 指摘の校内体制と 申しますか学校内の 体制整 

備の状況、 あ るいは個別の 支援計画の問題でございますけれども、 現在、 担任の先生だけが 悩む、 あ る 

いは保護者の 方だけが悩むということではなくて、 やはり学校としてしっかりとした 体制をつくって 発 

達 障害のお子さんたちを 支援できるような、 そういう体制をつくっていこうということでのモデル 事業 

を進めているところでございます。 

先生 御 指摘の調査は、 昨年、 平成十五年の 九月一日現在のものでございますけれども ，平成十五年か 

ら・個別の支援計画につきましては、 その作成についての モ チル事業もやっているところでございます 

が、 御 指摘のとおり、 個別の教育支援計画でございますと 一四・四という 状況でございます。 

さらに、 これをまた、 ことしも九月一日の 状況を今現在調査しているところでございますけれども、 

さらに、 それぞれの学校におきましてしっかりとした 取り組みができるような 体制づくりというものを 

進めていきたいというふうにきえております。 ( 山口 ( 富 ) 委員「もう一点、 学校保健法の 方も」と 呼 

  "") 

0 松下委員長 文部科学首尾山総括 官 。 

簡潔明瞭にお 願いします。 

0 尾山政府参考人 先生の御指摘にございましたよ う に、 学校保健法施行令第二条第七号「その 他の疾 

病及び異常の 有無」という 規定に基づきまして ，今後、 発達障害の早期発見という 観点から必要な 対応 

を 図ってまいりたいと 考えておるところでございます。 

0 山口 ( 富 ) 委員 見直すわけですね。 

時間が参りました。 

三年後の見直しですから、 これをきちんと 仕事していただいて、 有効な見直しになるように 仕事を進 

めていただきたりと 思います。 

終わります。 

0 松下委員長 これにて発言は 終わりました。 

お 諮りいたします。 

本 起草案を委員会の 成案と決定し、 これを委員会提出法律案と 決するに賛成の 諸君の起立を 求めます。 

( 賛成者起立 ) 

0 松下委員長 起立総員。 よって、 本案は委員会提出の 法律案とすることに 決しました。 

なお、 本法律案提出の 手続等にっきましては、 委員 畏に御 一任願いたいと 存じますが、 御 異議あ りま 

せんか。 

( 「異議なし」と 呼ぶ者あ り ) 

0 松下委員長 脚異議なしと 認めます。 よって、 そのように決しました。 

次回は・公報をもってお 知らせすることとし、 本日は、 これにて散会いたします。 

午後四時 _ 十二分散会 




